
令和８年１月 大津市営堅田霊園（メモリアルパーク堅田）募集要項 
 

所在地     

大津市衣川三丁目２４８番地の１  

 

募集する墓地の種類及び数  

第１種  １２区画（墓域  １Ａ－０３２５、１Ｂ－０２２４、１Ｃ－０３０５  

            １Ｃ－０７１３、１Ｃ－０８１４、１Ｃ－０９１１  

１Ｄ－０２０９、１Ｅ－０３１３、１Ｆ－０２０１  

            １Ｆ－０３０１、１Ｆ－０３０５、１Ｇ－０５０５）  

    区画が１列に並び通路を背後の墓地使用者と共有しない墓地  

第２種  １３区画（墓域  ２Ｉ－０７０３、２Ｉ－０８０２、２Ｉ－０９０２  

２Ｉ－０９０６、２Ｉ－１１０８、２Ｉ－１１１０  

２Ｊ－０８０８、２Ｋ－０５０８、２Ｌ－０２０９  

２Ｌ－０４０６、２Ｍ－０３０１、２Ｍ－０４０２  

２Ｍ－０４０９）  

  区画が２列に並び通路を背後の墓地使用者と共用する墓地 

（１列に並ぶもので同様の事情にある墓地を含む。） 

   ※面積  0.99 ㎡／区画（間口  0.9 m×奥行  1.1 m）  

 

墓地使用料  

第１種  ４４０，０００円／区画  

第２種  ３８０，０００円／区画  

  ただし、後記の申込資格等の (１ )の②に該当する「本市に住民登録を有しない者」の墓

地使用料については次のとおりです。  

 

  第１種  ６６０，０００円／区画  

  第２種  ５７０，０００円／区画  

墓地使用料は、区画が決定された後、指定する納期限までに、一括により納入をしてい

ただきます。  

 

霊園管理料  

  １区画につき、年間３，２１０円（４月～翌年３月）〔消費税込み〕  

  ３月許可については、２６７円〔消費税込み〕  

   ※霊園の清掃、植樹、その他霊園施設の維持管理及び光熱水費等の必要な経費として

ご負担いただきます。  

   ※指定金融機関窓口での支払いとなり、コンビニエンスストア、郵便局の取扱いはあ

りませんのでご了承ください。  

 

申込資格等  

  (1) 応募資格については次の各号のいずれかに該当する者とします。  

   ①  ６か月以上引き続いて本市に住民基本台帳に登録（以下「住民登録」という。）

がされている者。  

     ただし、現に祭しを主宰すべき遺骨を有する者は、引き続いて本市に住民登録  

    されている期間が６か月以上有することを要しない。  

   ②  本市に住民登録を有しない者で、現に祭しを主宰すべき遺骨を有し、かつ、本  

    市に引き続き６か月以上住民登録を有する親族がある者。  

     なお、使用者となる場合には、使用する墓地の清掃、霊園管理料の納付等の使  

    用者義務を本人に代わり履行する者を本市内に住民登録を有する者の中から保証  

    人として選任する必要があります。  

  (2) 申込は１世帯１区画とします。１世帯での複数申込みは無効とします。  

(3) 既に大津市営堅田霊園の墓地使用が許可されている世帯は、申込みできません。  

 

申込に必要な書類  

  (1) 大津市営堅田霊園公募応募書  

  (2) 住民票記載事項証明書（世帯全員）※住民日の記載のもの  



※コンビニ交付の住民票記載事項証明書には、住民日が記載されないため、本申  

込にはご利用いただけません。  

(3) 申込資格として遺骨を有することが条件となる場合は、火葬許可証等の写し  

 

募集  

申込用紙の交付期間及び場所  

  期  間   令和８年１月２９日（木）から同年２月１３日（金）まで（大津市の休 

日を定める条例（平成元年条例第６７号）第１条に規定する市の休日  

（以下「市の休日」という。）を除く。）の午前９時から午後５時まで  

  場  所  大津市役所市民部戸籍住民課  

      ※申込用紙はホームページからも取得可能です。  

 

申込受付の期間及び場所  

  期  間   令和８年１月２９日（木）から同年２月１３日（金）まで  

市の休日を除く午前９時から午後５時まで  

   場  所   大津市役所市民部戸籍住民課   

       ※郵送による申込受付は原則行いません。  

       ※提出は申込者又はその世帯員によるものとします。  

 

使用区画の決定  

  公開抽選  令和８年２月２５日（水）午前１０時３０分から   

大津市役所  本館  ５階  互助会和室  

応募者数が各区分の募集対象区画数を上回るときに限ります。  

抽選は区画毎に行うこととし、立会にお越しいただいた方の中より抽選機  

を操作して頂きます。  

 

使用区画の通知  

  抽選結果及び使用区画を応募者あて通知します。  

  使用区画の決定後は、「使用区画決定通知書」「大津市営霊園墓地使用許可申請書」及

び「大津市営霊園墓地使用料等納付書」をお送りします。  

  なお、決定した使用区画の変更は認められません。  

  また、抽選に漏れた方の中から補欠者をあらかじめ決めさせて頂き、当選者の使用許可

申請手続完了をもって有効期間の終了とさせて頂きます。  

 

使用許可申請  

  (1) 提出期限   令和８年３月１１日（水）  午後５時まで  

  (2) 提出場所   戸籍住民課  

 

使用料等納付  

  (1) 納付期限   令和８年３月１１日（水）  

  (2) 納付場所   指定する金融機関等  

 

その他  

  大津市営霊園条例により、使用許可を受けた日から、７年以内に墳墓または囲障設備を

設置していだだくことになっております。  

  使用許可後７年以内に墳墓を設置することなく墓地を返還される場合は、既納の使用料

の２分の１の額を返還します。それ以外の場合は一切還付できません。  

  詳しくは大津市営霊園条例及び大津市営霊園条例施行規則をご確認ください。  

 

※お問合せ先：大津市役所市民部戸籍住民課施設管理係  ☎０７７（５２８）２７０２  


